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1. 身体障がいや疾患等の身体的理由により、指定校への通学が困難なとき 

2. 病院に通院するため、指定校への通学が困難なとき 

3. 通常の学級から特別支援学級へ、又は、特別支援学級から通常の学級への転籍を希望するとき 

4. 指定校に特別支援学級がない場合において、特別支援学級に就学するとき 

5. 指定変更区域に居住していて、指定変更が可能と定められている学校への通学を希望するとき 

6. 冬期間の交通断絶地等、指定校への通学が地理的に困難と認められるとき 

7. 住所変更が確定していて、変更予定地の学校への通学を希望するとき 

8. 住宅の建て替え等により、一時校区外へ転出するが、現住所又は現在の校区内に戻ってくるこ

とが確定していて、今までの学校への通学を希望するとき 

9. 住民登録を転居前に異動したが、実際の転居は後になるため、それまでの間、今までの学校へ

の通学を希望するとき 

10. 保護者が病気、仕事、経済的理由等で養育不能となり、親族等で養育するとき 

11. 保護者が仕事等で家庭不在のため、親族等に預かってもらうとき（小学生のみ） 

12. 児童クラブに入会するため、児童クラブの所在地の校区の学校への通学を希望するとき（小学

生のみ） 

13. やむを得ない理由により、住民登録を異動せずに転入又は転居し、居住地の学校への通学を希

望するとき 

14. 転居先が現在通学している学校の校区に隣接する他の学校の校区（隣接校区）であり、引き続

き今までの学校への通学を希望するとき（最長で卒業まで） 

15. 小学 5 年生の修了式以前に転居し、引き続き今までの学校への通学を希望するとき（最長で学

年末まで） 

16. 小学 5 年生の修了式以降に転居し、引き続き今までの学校への通学を希望するとき（最長で卒

業まで） 

17. 中学入学後に転居し、引き続き今までの学校への通学を希望するとき（最長で卒業まで） 

18. 小規模特認校に入学又は転入学を希望するとき 

19. 小学校のとき隣接校区に転居し、指定校の変更により今までの小学校に通学し続け、中学校入

学時において前住所地の校区の中学校への入学を希望するとき 

20. 転出した後、おおむね 2 年以内に以前通学していた学校の隣接校区に転入し、その学校への転

入学を希望するとき 

21. 教育上特別の理由により、指定校から他の学校に転入学させる必要があると認められるとき 

22. 転居のため新たに学校を指定されたが、精神的理由により、今までの学校への通学を希望する

とき 

23. 兄弟姉妹が指定校の変更を認められ、指定校以外の学校に通学している場合で、その兄弟姉妹

の在学中に同じ学校への通学を希望するとき 

24. 指定変更の要件を満たさなくなったことにより、指定変更を解除するとき（指定変更区域によ

る指定変更を除く） 

札幌市では、住所地の通学区域（校区）に基づき、就学すべき学校を指定しています。 

原則としては、この指定された学校（指定校）へ通っていただくことになりますが、個々の事情

によっては、指定校以外の学校へ通うことが認められる場合があります。 

札幌市では、以下のような場合、指定校以外の学校へ通うことをお認めしています。 

詳細につきましては、札幌市公式ホームページをご覧ください。 

https://www.city.sapporo.jp/kyoiku/gakku/koukugai.html 
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5～7年程度

設計・工事
※工事の規模、社会情勢（人材・資材不足、週休２日の制度化）
などにより工期が延びる場合有

※取組みの地区によっては、工事が必要ない場合有

1～3年程度

統合により生じる課題等を引き続き整理
（例）校名変更、通学安全など
※検討委員会で引き続き協議、
もしくは新たに専門部会を立ち上げて協議

各種手続き（通学区域審議会、条例改正など）

開校2年前くらい

学校における準備
・学校（教職員）間打合せ
・児童生徒の交流活動 など

売却条件検討
地域貢献活動など
売却条件について
協議

不動産鑑定・市場調査
売却価格や買受ける意欲
のある事業者の有無など
を調査

公募・売却
買受事業者を公募し、
売却先となる事業者を
選定し、売却

※一般的なイメージ（目安）であり、決定事項ではありません。
※各地区の状況に応じて年数は前後することがあります。

民間事業者へ売却
する方針を確認

※跡活用の流れについては、
協議の状況や調査の結果に
よって変更となる可能性が
あります。

無
有 準備期間学校跡の公共利用 公共利用開始


